
緊急走行にご理解とご協力を
松前消防署☎ 984―3404

緊急自動車が近付いて来たときの対応を改めて
確認しておきましょう。

◆ 交差点でない道路
　道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らな
ければならない。

◆ 交差点かその付近
　交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しな
ければならない。

松前消防署　☎ 984―3404
　　　　　FAX  984―4310

消防署
だより

　消防車は、一刻も早く火災などの災害現場に
急行して消防活動を行い、被害を最小限に食い
止めなければなりません。一方救急車も、一刻
も早く急病人などがいる現場に急行して応急処
置を行い、病院へ搬送しなければなりません。
　このため、消防車や救急車は「緊急自動車」
として、緊急時に一般車両よりも優先して走行す
ることが法律で認められています。安全な緊急
走行には、皆さんの協力が必要です。次の通り、

3月1日～3月7日

春季火災予防運動
ひとつずつ    いいね！で確認    火の用心

Information

　3 月 1 日㊐から 7 日㊏まで、全国一斉に春
季火災予防運動が行われます。皆さんも、こ
の機会に火災の恐ろしさを再認識し、火災
から「生命」「身体」「財産」を守るため、対策
を考えてみましょう。

消防の動き '19 年 12月号   - 32 -

（左側に寄る）

緊急自動車が近づく
（サイレンを鳴らし赤色警光灯を点灯）

緊急自動車に進路を
　　　　　譲ってください

交差点内で停車しないでください。

車やバイクの運転中に緊急自動車が近づいてき
たら？
　車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光
灯を点灯した消防自動車や救急自動車が近づいて来た
ら、進路をスムーズに譲ることができますか？
　消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活
動や傷病者の搬送など、緊急性の高い用務を行うことか
ら、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があ

消防自動車や救急自動車の緊急通行に対する
ご理解とご協力をお願いします

消防・救急課

問合わせ先
　消防庁　消防・救急課　黒谷
　TEL: 03-5253-7522

ります。そのため、道路交通法においては、道路の右側
部分に車体の全部又は一部をはみ出して通行することや
赤信号の交差点に進入できることなどの特例が認められ
ていますが、緊急自動車がより安全に通行するためには、
一般車両の協力が必要不可欠です。
　自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合
は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができ
るようご協力をお願いします。

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、
次のように定められています。

○交差点又はその付近の場合
　交差点を避け、かつ、道路の左側（一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊
急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。）に寄って一時停止しなければならない。
○交差点又はその付近以外の場合
　道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

▲出典　総務省消防庁「令和元年 12 月  消防の動き  584 号」
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